
荻 野 地 区 
子育てサロン 

 学校ではなかなか学べないお金のこと。    

 子どもたちがおみせの店長になり、働くこ

とを体験することで、「お金の大切さ」、

「親への感謝の気持ち」について学ぶ。 

編集・発行 
荻野公民館・地区市民センター 厚木市中荻野594-1  ☎046-241-1030/FAX046-243-1011 E-mail 0257@city.atsugi.kanagawa.jp 
上荻野分館・市役所連絡所   厚木市上荻野1925-1 ☎046-242-5330/FAX046-243-1012 

荻野だより 
バックナンバー↓ 

 投資で企業を応援することで、新しい商品が誕生した

り、お金が増えていく仕組みについて学ぶ。 

【日 時】８月19日（月）10時～12時  

【場 所】荻野公民館 集会室 

【対 象】市内在住の小学生20人（保護者同伴可）（抽選） 

     ※申込み多数の場合は、荻野地区在住、小学校高学年の順で優先  

【申込み】７月１日（月）から８月１日（木）までに、荻野公民館に電話または 

     直接窓口で申込み。※祝日を除く９時～17時 

【問合せ】荻野公民館 ☎241-1030 

 子どもと一緒に「ひなたぼっこ」しましょう。 

 申込みは不要で、ご自由に参加できます。 

 マタニティママの参加もお待ちしています。 

【日 時】７月16日（火）10時15分～11時45分 

【場 所】鳶尾児童館 

【対 象】０歳～未就学児と保護者、マタニティママ 

【参加費】無料 

【主 催】荻野地区地域福祉推進委員会 総務部会 

【問合せ】主任児童委員  

     坂田、原  

 

 親子で楽しいお菓子づくりをしませんか。 

【日 時】８月２日（金）10時～12時  

【内 容】蒸しパン、ミルクようかん 

【場 所】上荻野分館 調理室 

【対 象】荻野地区在住の小学生とその保護者 ６組 

     ※抽選 ※１組３人まで  

【参加費】１人300円 

【持ち物】エプロン、三角巾、筆記用具 

【申込み】７月17日（水）までに、荻野公民館に電話 

     または直接窓口で申込み。 

     ※祝日を除く９時～17時 

【問合せ】荻野公民館 ☎241-1030 

【日 時】７月25日（木）10時～12時  

【場 所】荻野公民館 集会室 

【対 象】市内在住の小学生20人（保護者同伴可）（抽選） 

     ※申込み多数の場合は、荻野地区在住、小学校低学年の順で優先  

【申込み】７月１日（月）から７月11日（木）までに、荻野公民館に電話または 

     直接窓口で申込み。※９時～17時 

【問合せ】荻野公民館 ☎241-1030 



 

   

 日頃、研究を行っている先生・大学生が、 

展示・講座を行います。 

 夏休みの１日、最新技術に触れて、わくわくする未来を 

体験してみませんか。 

【期  間】８月６日（火）10時～16時 
【場  所】神奈川工科大学 KAIT TOWN 

【参加方法】会場にて受付後、ご見学・ご体験 

      ください。 

【問 合 せ】地域連携・貢献センター 豊田 ☎291-3212 

【各種証明発行のお休み】７月15日（月・祝） 

【図書室のお休み】７月８日（月）、15日（月）【図書室の開室時間】10時～17時 ☎242-8403 

 

   

 

   

【一度は行ってみたいあの場所この場所】 

 話題になっている世界遺産、神社、仏閣、寺院、美術館、図書館、お城など、 

一度は行ってみたい！と思う場所や旅に関する本を集めました。どうぞお気軽に 

手に取ってみてください。みなさまのご利用をお待ちしています！ 

【利用時間】10時～17時 【休 室 日】７月８日、15日、８月11日、12日、19日 

【問 合 せ】☎242-8403（図書室直通） 

 荻野地区で、息子や孫を騙りお金をだまし取るオレオレ詐欺
や、キャッシュカードを盗むといった手口の詐欺電話が多くか
かってきています。 
 電話でお金の話が出たら一旦電話を切り、家族や警察に相談 
しましょう 
 また、市役所職員や金融機関職員がキャッシュカードを自宅 
に取りに行くことや、暗証番号を聞くことは絶対にありません。 
 キャッシュカードは他人に絶対渡さない！ 
 暗証番号は他人に絶対教えない！を守りましょう。 
 市では、65歳以上の方を対象に「振り込め詐欺防止機能付き 
電話機」の購入費の補助を行っています。詳しくは、くらし交 
通安全課までお問合せください。 
【問合せ】くらし交通安全課 ☎225-2148  
     厚木警察署 ☎223-0110（代表番号） 

 

 「通いの場」とは、高齢者（65歳以上）の方々が社会的

孤立の解消、新進の健康保持及び介護予防を目的に「普段

の生活の中で」、「お住いの地域で」、「地域の方々と交

流できる」場のことです。   

 本市では、新たに「通いの場」を開設する団体等に対

し、最大５万円の交付金を交付します。 

【活動内容例】茶話会、健康体操、料理、陶芸、手芸、 

       将棋・囲碁、健康相談 

       ※これから新たに開設する場合のみ対象 

【問 合 せ】地域包括ケア推進課 ☎225-2388 

 市民安全指導員が防犯に関する情報の提供やご相談

をお受けいたします。防犯啓発物品も配布しており

ますので、お気軽にお立ち寄りいただき、日頃の防犯

にお役立てください。 

 ◎上荻野分館 

【日 時】７月８日（月） 11時～12時30分 

【場 所】公民館玄関前 

 ◎厚木北郵便局 

【日 時】７月18日（木） 11時～12時30分 

【場 所】ＡＴＭ横付近 

【問合せ】くらし交通安全課 ☎225-2148 

 鳶尾児童館で、月１回「おひさまひろば」を開い

ています。どなたでも気軽に来てください。 

【日 時】７月４日（木）10時30分～11時30分ごろ 

【場 所】鳶尾児童館 

【対 象】０歳～未就園児までの親子 

【参加費】無料 

【申込み】不要 

【問合せ】北嶋  

【愛称をつけた理由】 

 ・シニア世代の交流や趣味の活動の場であったが、同地域の老人会が解散し、利用者が減少していた。 

 ・宮本老人憩の家の名称からシニア世代だけが利用できる施設と思われていた。 

 ・子どもからシニア世代まで親しみを持って利用してもらえるように、愛称を「おぎのいこいの家」とした。  

【施設利用の一例】 

 楽器などの演奏練習、畳の舞台で踊りの練習、カラオケ設備を利用し家族でカラオケ練習、仲間と健康マージャン       

【問    合    せ】宮郷自治会長 石井 東自治会長 高橋  

 宮本老人憩の家管理委員会（宮郷、東自治会で構成）では、福祉総合

支援課と協議して、６月10日に愛称看板「おぎのいこいの家」を道路沿

いと正面入口玄関の２箇所に設置しました。 

 

 身近な地域で、気軽に立ち寄れる「居場所」や

「サロン」。厚木市内に住民同士の交流を目的に、

子どもから大人まで集える居場所があります。 

 厚木市社会福祉協議会では、ホームページ上に 

15地区別マップを公開しています。自分に合った 

活動を見つけて、ぜひ参加してみてください。 

 最新の活動状況等、ご興味のある方は、

お問合せください。 

【問合せ】厚木市社会福祉協議会  

     ☎225-2949 


